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2026(令和8)年度事業計画書 

 

第1 事業の方針 

2026(令和8)年度事業は、一般社団法人としての社会的責任と役割をより効率的に発揮するため、

各地の船舶電装協議会と連携強化を図り、関係官庁及び関係機関の協力を得つつ、組織力の強化と

組織率の向上に努める。 

近年、船舶の情報化・自動化の加速と省力化の要請による自動運航船の開発が進み、一方環境意

識の高まりによる電気推進船の開発等が行われている。これらのシステムが機能を発揮し安全に運

用されるには専門的な知識と高度な技術を有する船舶電気装備技術者の養成が不可欠である。 

このような背景から当協会は、公益財団法人日本財団からご支援を頂いている「船舶の電気装備

に関する技術指導等の実施」事業によって、強電・弱電の資格制度の充実・発展及び技術者の養成と

技術向上に務め、特定のサービス・ステーション等の制度の一層の拡充・強化を図り、船舶の安全向

上と国の船舶検査制度の合理化に寄与すべく活動してきたが、工夫と合理化を常に考慮し2026年度

も引き続き資格制度を充実するよう、特に受講者・受験者の増加に努めることとする。 

同事業ではまた、従業員が安全で健康に働くことができるよう、労働安全衛生法に基づくフルハ

ーネス型墜落制止用器具の特別教育や低圧電気取扱業務特別教育を実施するとともに、関係官庁や

船舶電装協議会の協力の下に開催しているブロック会議(検査打ち合わせ会)と同時開催している技

術者研修会の実施により会員事業者(及び従業員等)への情報提供を継続して実施し、船舶電気装備

工事に必要な各種法令や規則を整理した冊子を作成するなどして、会員が今後も法令遵守の下で電

装工事を提供し続けることができる環境を整える。 

調査研究事業として、電装業界の人材不足と人材確保の難しさや、人材採用や社内異動後の社内

研修等に時間を割けない小規模事業者の要望に応えるべく、短時間で一定の電装工事に関する知識

や技術が習得できる効率的な電装技術者育成教材を作成する。 

会員事業者の経営基盤強化支援については、次世代経営者で構成され運営される「次世代電装業

研究委員会」において、技術者の確保と教育、技術者の広域的活用、船舶保守工事(国内、海外)への

対応の検討等に取り組むとともに、ホームページ及び会報を通じて、これまで以上に質の高い情報

を迅速に提供することにより、会員事業者が当会を有効かつ積極的に活用できるよう環境を整備す

る。 

また、小型船舶及び小型漁船の電気火災等の事故を防止するため、国土交通省、運輸安全委員会、

日本小型船舶検査機構及び日本漁船保険組合等と連携し、電気を起因とした火災事故防止に万全を

期すこととし、漁船就労者の安全確保に務める。 

これらの事業は、日本財団からの助成により、関係官庁をはじめとする関係機関のご指導とご協

力を得ながら実施する。 
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第2 事業の内容 

1. 船舶の電気装備に関する技術指導等の実施(日本財団助成事業) 

船舶電装業は、あらゆる船舶の安全航行を目的に、船舶に搭載される機械・器具、航海計器、照明

装置などがその性能を十分に発揮出来るようにするための生命線である電気工事を担っており、我

が国のみならず世界の海運業、造船業、漁業等を支える重要な海事産業である。 

近年、船舶に搭載される機械、器具、計器類は電気・電子技術の進歩や、地球温暖化防止対策等に

ついての国際的ルールの改正などによりその取扱いは複雑化している。 

船舶電装業を営む当会会員事業者の大半は中小企業や零細企業であるが、事業の安定化・社員の

技術力・専門知識の向上、作業の安全確保等に努め、法令遵守のもと、いかなる船舶に対しても安

心・安全な電装工事を提供することを目標に努力を重ねている。 

本事業は、かかる事業者の取り組みを援助し、電気設備・電子機器の高機能化により要求される

技術者の専門知識の高度化や技術力の向上及び作業者の安全向上を増進し、船舶の安全航行、国が

行う船舶検査制度の合理化等に寄与することを目的とする。 

 講習 

初級講習(船舶電装士)、中級講習(主任船舶電装士)、上級講習(船舶電装管理者)、航海用レー

ダー等講習(航海用レーダー整備士)及び航海用無線設備講習(航海用無線設備整備士)の各受講

者に指導書及び添削問題を配布し、3ヶ月にわたり添削指導による通信講習を行う。 

① 初級 

[募集時期・人員] 2026年4月 100名 

[添削指導期間] 2026年7月～9月(約3か月) 

② 中級 

[募集時期・人員] 初級に同じ 50名 

[添削指導期間]   〃 

③ 上級 

[募集時期・人員] 初級に同じ 10名 

[添削指導期間]   〃 

④ 航海用レーダー等 

[募集時期・人員] 初級に同じ 50名 

[添削指導期間]   〃 

⑤ 無線設備 

[募集時期・人員] 初級に同じ 50名 

[添削指導期間]   〃 

 検定試験・学習コーナー 

各講習の修了者を対象として、技量、知識及び関係法規の理解度を計るために筆記、実技、口
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述による資格検定試験を行う。また、受験者対策として 受験者が学習した内容や疑問点等につい

て最終確認することができるよう試験日の前日に学習コーナーを設ける。 

① 船舶電装士 

[実施期間] 2026年10月～11月 

[実施場所] 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 

② 主任船舶電装士 

[実施期間] 船舶電装士に同じ 

[実施場所]    〃 

③ 船舶電装管理者 

[実施期間] 船舶電装士に同じ 

[実施場所]    〃 

④ 航海用レーダー整備士 

[実施期間] 船舶電装士に同じ 

[実施場所]    〃 

⑤ 航海用無線設備整備士 

[実施期間] 船舶電装士に同じ 

[実施場所]    〃 

 資格更新研修 

資格受有者のうち2026年度末に4年の有効期間を満了する596名(強電314名・弱電282名)に対し

て、資格更新のための指導書及び添削問題を配布し、添削指導(通信研修)を行う。 

 船舶電気技術情報の整備 

船舶電気装備工事に携わる技術者、事業者が必要とする資格や国から証明をうける特定の事業

場の要件等を記載した冊子を作成し、船舶安全法等の法令を遵守しつつ電装工事を提供できる環

境を整える。 

 電気取扱者安全衛生特別教育 

事業者が労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して当該業務に係

る安全又は衛生のための特別教育を行なわなければならないことが定められている。 

同法で定められているフルハーネス型墜落制止用器具の使用に関する特別教育及び低圧電気

取扱業務特別教育を会員の要望に応じて実施する。 

[実施内容] 

① フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 

フルハーネス型作業に関する知識、墜落制止用器具に関する知識、労働災害の防止に関

する知識、関係法令、墜落制止用器具の使用方法等 

② 低圧電気取扱業務特別教育 
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法令で定められている低圧(交流600V、直流750V以下)の充電電路の敷設若しくは修理の

業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出

している開閉器の操作の業務に関する特別教育 

[実施場所] 関東、近畿、中国(他、要望に応じて実施) 

[実施日数] 各1日、各1回 

[出 張 者] 講師1名、職員1名 

 ブロック会議・講習会 

船舶安全法関係法令の周知と船舶検査の現状に関する情報交換のためのブロック会議を開催

する。併せて、技術者の知見向上及び作業者の安全を守るための研修及び経営者の経営能力、事

業承継の知見向上を目的とした講習を実施する。 

[実施内容] 

① ブロック会議 

船舶電気・電子・無線装備技術等に関する検査法令等の周知及び船舶検査の実情につい

て船舶検査担当者と会員間で情報交換する。 

② 講習会 

電池推進船電気装備工事指針の作成に関する調査研究の内容についての研修と、安定し

た事業の継続をするための講習を実施する。 

[実施場所] 北海道、東北、関東、新潟、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州 

[実施日数] 各1日、各1回 

[出 張 者] 講師1名、職員2名 

 事業場の実地調査 

船舶検査の合理化に資する特定のサービス・ステーション等の制度の拡充や、事業場が直面し

ている技術的な問題を解決するための指導を行う。 

[実施場所] 北海道(2ヶ所)、関東、中部(2ヶ所)、近畿 

[実施日数] 各1日、各1回 

[出 張 者] 職員1名 

 

2. 人材育成教材に関する調査及び教材作成(日本財団助成事業) 

電装業界では電気の専門知識を有する人材の確保が難しくなっており、喫緊の課題となっている。

そのため、電気専門知識を有しない新入社員、中途採用社員等の人材の採用し，採用後に再教育す

る必要性が会員の電装事業者から訴えられている。しかしながら、電装事業者の多くは小規模事業

者であるため、事業者独自で社内研修資料等を作ることができない。また、仕事現場に穴を空ける

ことができないため、研修等に割ける時間が少ない。といった問題が生じている。そのため、業務に

必要不可欠な知識・技術にポイントを絞り、短い時間でも一定の知識・技術が習得できる効率的な
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電装技術者育成教材が求められている。 

従来からあるハンドブックや学習指導書は、文字ベースで説明された本形式で、読み通して全体

を理解するのに時間がかかるため、仕事と両立させて学習を行うことが難しいのが現状である。 

そこで本事業では、電装業界の人材育成の有力な方法となるべく、電装業に初めて従事する入門

者に対して、必要な知識・技術にポイントを絞り重点化された、また、動画、アニメーション等のデ

ジタル化技術を活用して、設計理論や工事要領等の動作を容易かつ明快に理解し習得できるような、

効率的な電装技術者育成教材を作成する。作成した教材は会員事業者に配布し研修等に使用に供す

る。 

[実施内容] 

本事業は、人材育成教材に関する調査及び教材作成委員会を編成し、電装業の入門者に必要不可

欠な知識・技術の絞り込みを行い学習項目を明確にした上で、動画やデジタル技術を活用した、電

装技術者育成教材を作成する。教材は協会ホームページ等で公開することを目指す。 

教材作成の過程で得られた知見を中心に教材の評価を行い、調査研究報告書を取りまとめ、当協

会会員、中小造船所、国、検査機関、関係団体、漁業関係者等に配布し周知を図る。 

 

3. 船舶電装業の活性化対策事業 

次世代を担う経営者や後継者を中心に構成している｢次世代電装業研究委員会｣において、会員企

業の経営基盤強化と業界の発展を目的として以下の内容に取り組む。 

 新造船工事量減少への対応、船舶保守工事(国内、海外)への対応の検討 

 若手経営者及び次期経営者等を中心とする交流会の開催 

 国内外の造船所、舶用関連メーカーの見学による研修 

 

4. 調査指導事業 

 小型漁船・船舶に対する事故防止啓蒙事業 

最近の小型船舶等の電気火災事故の発生状況を踏まえ、事故防止思想を普及させるための不断

の活動が必要であることから、小型漁船を対象としている会員事業者、日本漁船保険組合の各支

所及び各地の漁業協同組合等との連携を図り情報収集に務めるとともに、当協会で作成した各種

リーフレットや点検・整備マニュアルを活用しつつ、安全向上のための方策について周知を図る。 

 専門委員会の開催 

船舶電気設備の近代化、高度化及び安全対策や船舶電気装備技術講習の適正で円滑な実施のた

め各種専門委員会を開催する。 

 各種懇談会の開催 

会員からのニーズに基づく各種懇談会を開催する。 
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① 若手経営者懇談会 

② 賛助会員との懇談会 

③ その他懇談会 

 船舶電装業の実態調査 

アンケート調査や会員企業の訪問を通じ、会員企業の資本金、役員、従業員数、売上高、取引

先等の実態を調査する。 

 融資説明斡旋等 

日本財団の運転資金、設備資金の融資を利用する会員企業に対する指導及び国や自治体等によ

る中小企業金融対策について、会員に情報提供する。 

 特定のサービス・ステーション等の基準適合に関する調査指導及び広報 

船舶検査の合理化の一翼を担っている電装認定事業者、レーダー等認定事業者、GMDSS設備サー

ビス・ステーションを対象として基準適合について調査指導するとともに、この制度が円滑に運

用されるよう必要な情報を周知する。 

2019年4月からこの制度(認定事業者証明書)に5年の有効期間が設けられたが、新たな申請手続

を失念することがないよう、期限が満了する4ヶ月前を目途に、当協会から会員事業者に対してお

知らせしている。 

また、当会の会員事業場の地域における社会的な信用の向上と、法に基づいた技術優良企業を

PRすることによりその活用を促進するため、会員の章及び認定事業者(電装・レーダー・GMDSS)の

章を販売する。 

 情報ステーションの整備 

当会ホームページの整備を推進するため、インターネットの高度化、会員のニーズに沿って内

容の充実を図る。さらに会員の拡大と広く社会に情報を提供するため、引き続き、情報収集に努

める。 

当協会のホームページに掲載している会員名簿に、所在地を示す地図を追加・更新することに

より、会員の所在地が顧客へ伝わり易くする。 

 電装業振興のための情報収集活動 

各機関の各種会議及び展示会等への参加・見学・協力を通じて、会員事業者に対して最新情報

を提供するとともに、関係機関との連携強化することにより従前からの分野に留まることなく、

新たな課題に対して適切に広く対応することにより電装業の振興を図る。 

 関係団体及び関係機関への協力並びにPR活動の推進 

① 小型船舶の検査が、より効果的で合理的に実施されるよう、日本小型船舶検査機構の検
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査員を対象として電気技術講習を行う。 

② 関係団体の電気関係委員会の委員又は講師として参加し協力する。 

5. 刊行事業 

広報誌｢船舶電装｣を刊行し、会員、関係官庁、関係機関、造船所等へ情報提供を担う役割を一層充

実させることに加え、船舶電装工事の重要性について、各種刊行物を作成して広く社会に情報提供

することを目指す。 

 会報 

｢船舶電装｣(年間4回刊行)及び｢船舶電装速報｣(必要に応じ随時刊行)を刊行する。 

 その他 

会員名簿、資格者名簿その他の資料を刊行する。 

 

6. その他の事業  

 協議会との連携 

全国の船舶電装事業者で構成される各地の協議会と連携を図りつつ、業界の基盤強化に努める。 

北海道地区船舶電装協議会、東北船舶電装協議会、関東船舶電装協議会、北陸船舶電装協議会、

中部船舶電装協議会、近畿船舶電装協議会、中国船舶電装協議会、四国船舶電装協議会、九州船

舶電装協議会 

 会員の課題対策 

日常から会員の経営及び技術に関する相談に応じ、会員の課題解決を目指して支援する。 

 表彰に関する業務 

会員の経営者等に対する叙勲、褒章、国土交通大臣表彰、地方運輸局長表彰、その他表彰等に

係る被表彰者の推薦及び会員企業の従業員を対象として当協会の会長表彰を行うことにより、従

業員の志気の高揚と社会における船舶電装業の知名度の向上を図る。 
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2026(令和8)年度収支予算書 

 

収支予算書（正味財産増減） 

2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日まで 

（単位：円） 

科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

Ｉ 一般正味財産増減の部     

１．経常増減の部 

(1) 経常収益 

基本財産運用益 

基本財産受取利息 

特定資産運用益 

特定資産受取利息 

受取会費入会金 

正会員受取会費 

賛助会員受取会費 

受取入会金 

受取補助金等 

日本財団受取助成金 

受取負担金 

一般事業受取負担金 

助成事業受取負担金 

その他受取負担金 

雑収益 

受取利息 

雑収益 

 

 

[    4,540,000] 

4,540,000  

[      241,000] 

241,000  

[   53,847,000] 

49,747,000  

3,250,000  

850,000  

[   89,519,000] 

89,519,000  

[   12,621,000] 

1,753,000  

7,848,000  

3,020,000  

[    1,528,000] 

114,000  

1,414,000  

 

 

[    3,103,000] 

3,103,000  

[       66,000] 

66,000  

[   54,670,000] 

50,320,000  

3,250,000  

1,100,000  

[   88,810,000] 

88,810,000  

[   12,621,000] 

1,753,000  

7,848,000  

3,020,000  

[    1,419,000] 

5,000  

1,414,000  

 

 

[    1,437,000] 

1,437,000  

[      175,000] 

175,000  

[△    823,000] 

△    573,000  

0  

△    250,000  

[      709,000] 

709,000  

[            0] 

0  

0  

0  

[      109,000] 

109,000  

0  

 

 

 

経常収益計 162,296,000  160,689,000  1,607,000   

(2) 経常費用 

事業費 

一般事業費 

（活性化対策） 

（調査指導事業） 

（刊行費） 

日本財団助成事業費 

（技術指導等） 

（人材育成教材） 

（電池推進船） 

その他事業費 

（役員報酬） 

（給料手当） 

 

[  144,316,000] 

18,809,000  

(   4,002,000) 

(   8,874,000) 

(   5,933,000) 

21,012,000  

(  13,010,000) 

(   8,002,000) 

(      －    ) 

104,495,000  

(  21,933,000) 

(  51,111,000) 

 

[  147,739,000] 

18,677,000  

(   4,002,000) 

(   8,802,000) 

(   5,873,000) 

24,300,000  

(  13,000,000) 

(      －    ) 

(  11,300,000) 

104,762,000  

(  21,915,000) 

(  51,182,000) 

 

[△  3,423,000] 

132,000  

(           0) 

(      72,000) 

(      60,000) 

△  3,288,000  

(      10,000) 

(   8,002,000) 

(△11,300,000) 

△   267,000  

(      18,000) 

(△    71,000) 
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科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

（退職給付費用） 

（福利厚生費） 

（物件費） 

（支払報酬） 

（事務費） 

（賃借料） 

（支払手数料） 

 

管理費 

役員報酬 

給料手当 

退職給付費用 

福利厚生費 

会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

物件費 

支払報酬 

事務費 

広告宣伝費 

賃借料 

支払手数料 

渉外費 

諸会費 

租税公課 

雑費 

 

(   3,350,000) 

(  11,978,000) 

(   1,050,000) 

(     906,000) 

(   3,890,000) 

 (   9,050,000) 

(   1,227,000) 

 

[   37,647,000] 

2,438,000  

13,229,000  

800,000  

3,145,000  

7,070,000  

1,649,000  

1,460,000  

210,000  

183,000  

779,000  

250,000  

1,810,000  

246,000  

980,000  

1,388,000  

1,810,000  

200,000  

 

(   3,400,000) 

(  12,030,000) 

(   1,030,000) 

(     906,000) 

(   3,882,000) 

 (   9,190,000) 

(   1,227,000) 

 

[   37,514,000] 

2,436,000  

12,980,000  

800,000  

3,030,000  

6,870,000  

1,649,000  

1,540,000  

206,000  

183,000  

777,000  

250,000  

1,838,000  

246,000  

1,200,000  

1,480,000  

1,517,000  

512,000  

 

(△    50,000) 

(△    52,000) 

(      20,000) 

(           0) 

(       8,000) 

(△   140,000) 

(           0) 

 

[      133,000] 

2,000  

249,000  

0  

115,000  

200,000  

0  

△     80,000  

4,000  

0  

2,000  

0  

△     28,000  

0  

△    220,000  

△     92,000  

293,000  

△    312,000  

 

 

 

経常費用計 181,963,000  185,253,000  △  3,290,000   

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 19,667,000  △ 24,564,000  4,897,000   

評価損益等計 0  0  0   

当期経常増減額 △ 19,667,000  △ 24,564,000  4,897,000   
 

２．経常外増減の部 
    

(1) 経常外収益     

経常外収益計 0  0  0   

(2) 経常外費用     

固定資産除却損 [        1,000] [        1,000] [            0]  

経常外費用計 1,000  1,000  0   

当期経常外増減額 △      1,000  △      1,000  0   

当期一般正味財産増減額 △ 19,668,000  △ 24,565,000  4,897,000   

一般正味財産期首残高 57,208,000  53,504,000  3,704,000   

一般正味財産期末残高 37,540,000  28,939,000  8,601,000   
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科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

II 指定正味財産増減の部     

基本財産運用益 

基本財産受取利息 

一般正味財産へ振替 

基本財産受取利息 

 

[      880,000] 

880,000  

[       －    ] 

－      

 

[      660,000] 

660,000  

[       50,000] 

50,000  

 

[      140,000] 

140,000  

[△     50,000] 

△     50,000  

 

 

当期指定正味財産増減額 800,000  710,000  90,000   

指定正味財産期首残高 453,680,000  452,971,000  709,000   

指定正味財産期末残高 454,480,000  453,681,000  799,000   

III 正味財産期末残高 492,020,000  482,620,000  9,400,000   

 



-11- 

収支予算書（資金収支） 

2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日まで 

（単位：円） 

科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

Ｉ 事業活動収支の部     

１．事業活動収入 

基本財産運用収入 

基本財産利息収入 

特定資産運用収入 

特定資産利息収入 

会費入会金収入 

正会員会費収入 

賛助会員会費収入 

入会金収入 

補助金等収入 

日本財団助成金収入 

負担金収入 

一般事業負担金収入 

助成事業負担金収入 

その他負担金収入 

雑収入 

受取利息 

雑収入 

 

[    4,540,000] 

4,540,000  

[      241,000] 

241,000  

[   53,847,000] 

49,747,000  

3,250,000  

850,000  

[   89,519,000] 

89,519,000  

[   12,621,000] 

1,753,000  

7,848,000  

3,020,000  

[    1,528,000] 

114,000  

1,414,000  

 

[    3,103,000] 

3,103,000  

[       66,000] 

66,000  

[   54,670,000] 

50,320,000  

3,250,000  

1,100,000  

[   88,810,000] 

88,810,000  

[   12,621,000] 

1,753,000  

7,848,000  

3,020,000  

[    1,419,000] 

5,000  

1,414,000  

 

1,437,000] 

1,437,000  

[      175,000] 

175,000  

[△    823,000] 

△    573,000  

0  

△    250,000  

[      709,000] 

709,000  

[            0] 

0  

0  

      0  

[      109,000] 

109,000  

0  

 

事業活動収入計 162,296,000  160,689,000  1,607,000   

２．事業活動支出 

事業費支出 

一般事業費支出 

（活性化対策） 

（調査指導事業） 

（刊行費） 

日本財団 

助成事業費支出 

（技術指導等） 

（人材育成教材） 

（電池推進船） 

その他事業費支出 

（役員報酬支出） 

（給料手当支出） 

（退職給付支出） 

（福利厚生費支出） 

 

[  144,206,000] 

18,809,000  

(   4,002,000) 

(   8,874,000) 

(   5,933,000) 

 

21,012,000  

(  13,010,000) 

(   8,002,000) 

(      －    ) 

104,385,000  

(  21,933,000) 

(  51,111,000) 

(   3,240,000) 

(  11,978,000) 

 

[  144,349,000] 

18,677,000  

(   4,002,000) 

(   8,802,000) 

(   5,873,000) 

 

24,300,000  

(  13,000,000) 

(      －    ) 

(  11,300,000) 

101,372,000  

(  21,915,000) 

(  51,182,000) 

(      10,000) 

(  12,030,000) 

 

[△    143,000] 

132,000  

(           0) 

(      72,000) 

(      60,000) 

 

△  3,288,000  

(      10,000) 

(   8,002,000) 

(△11,300,000) 

3,013,000  

(      18,000) 

(△    71,000) 

(   3,230,000) 

(△    52,000) 
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科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

（物件費支出） 

（支払報酬支出） 

（事務費支出） 

（賃借料支出） 

（支払手数料支出） 

管理費支出 

役員報酬支出 

給料手当支出 

退職給付支出 

福利厚生費支出 

会議費支出 

旅費交通費支出 

物件費支出 

支払報酬支出 

事務費支出 

広告宣伝費支出 

賃借料支出 

支払手数料支出 

渉外費支出 

諸会費支出 

租税公課支出 

雑支出 

(   1,050,000) 

(     906,000) 

(   3,890,000) 

(   9,050,000) 

(   1,227,000) 

[   50,937,000] 

2,438,000  

13,229,000  

15,550,000  

3,145,000  

7,070,000  

1,649,000  

210,000  

183,000  

779,000  

250,000  

1,810,000  

246,000  

980,000  

1,388,000  

1,810,000  

200,000  

(   1,030,000) 

(     906,000) 

(   3,882,000) 

(   9,190,000) 

(   1,227,000) 

[   35,184,000] 

2,436,000  

12,980,000  

10,000  

3,030,000  

6,870,000  

1,649,000  

206,000  

183,000  

777,000  

250,000  

1,838,000  

246,000  

1,200,000  

1,480,000  

1,517,000  

512,000  

(      20,000) 

(           0) 

(       8,000) 

(△   140,000) 

(           0) 

[   15,753,000] 

2,000  

249,000  

15,540,000  

115,000  

200,000  

0  

4,000  

0  

2,000  

0  

△     28,000  

0  

△    220,000  

△     92,000  

293,000  

△    312,000  

 

事業活動支出計 195,143,000  179,533,000  15,610,000   

事業活動収支差額 △ 32,847,000  △ 18,844,000  △ 14,003,000   

II 投資活動収支の部     

１．投資活動収入 

基本財産取崩収入 

定期預金取崩収入 

特定資産取崩収入 

退職給付引当資産 

取崩収入 

事業活動準備引当 

資産取崩収入 

設備購入引当資産 

取崩収入 

 

 

[       －    ] 

－      

[   22,590,000] 

 

18,790,000  

 

2,700,000  

 

1,100,000  

 

[       50,000] 

50,000  

[   11,320,000] 

 

20,000  

 

10,500,000  

 

800,000  

 

[△     50,000] 

△     50,000  

[   11,270,000] 

 

18,770,000  

 

△  7,800,000  

 

300,000  

 

 

投資活動収入計 22,590,000  11,370,000  11,220,000   
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科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考 

２．投資活動支出 

特定資産取得支出 

退職給付引当資産 

取得支出 

設備購入引当資産 

取得支出 

 

固定資産取得支出 

工具器具備品 

取得支出 

 

 

[    6,150,000] 

 

4,150,000  

 

2,000,000  

 

[    1,100,000] 

 

1,100,000  

 

 

[    6,200,000] 

 

4,200,000  

 

2,000,000  

 

[      800,000] 

 

800,000  

 

 

[△     50,000] 

 

△     50,000  

 

0  

 

[      300,000] 

 

300,000  

 

 

投資活動支出計 7,250,000  7,000,000  250,000   

投資活動収支差額 15,340,000  4,370,000  10,970,000   

III 財務活動収支の部     

１．財務活動収入     

財務活動収入計 －      －      －       

２．財務活動支出     

財務活動支出計 －      －      －       

財務活動収支差額 －      －      －       

IV 予備費支出 [      309,000] [      167,000] [      142,000]  

当期収支差額 △ 17,816,000  △ 14,641,000  △  3,175,000   

前期繰越収支差額 17,816,000  14,641,000  3,175,000   

次期繰越収支差額 0  0  0   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈本事業計画書及び収支予算書は競艇公益資金による公益財団法人日本財団の助成金を受けて作成した〉 
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